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6
そに

2019
（令和元年）

令和元年5月10日（金）
村議会議員初登庁
　前列左側より田中稔一議員、
松本喬議員、木治正人議員、
坂井英治議員、萩原德一議員、
後列左側より東口敏哉議員、
大向實議員、宇山充志議員
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正
副
議
長
就
任
あ
い
さ
つ

副議長　萩原  德一 議　長　松本　喬

　
令
和
元
年
第
２
回
曽
爾
村
議
会
臨
時
会
が
５

月
10
日
に
開
会
し
、
次
の
と
お
り
審
議
さ
れ
た

議
案
は
、承
認・同
意
さ
れ
同
日
閉
会
し
ま
し
た
。

■
専
決
処
分
の
承
認

□
曽
爾
村
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

□
曽
爾
村
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例 

  

い
ず
れ
も
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
が
施
行
さ
れ
た
た
め
、
村
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
必
要
が
あ
り
、
３
月
31
日
専
決
処
分

し
た
も
の
で
す
。

■
監
査
委
員
の
選
任
同
意

　
　
監
査
委
員
（
議
会
選
出
）
田
中
稔
一 

氏 

■
監
査
委
員
の
選
任
同
意

　
　
監
査
委
員　
　
田
平
育
雄 

氏

◇

　
令
和
元
年
第
３
回
曽
爾
村
議
会
臨
時
会
が
５

月
23
日
に
開
会
し
、
次
の
と
お
り
審
議
さ
れ
た

議
案
は
、
可
決
さ
れ
同
日
閉
会
し
ま
し
た
。

■
工
事
請
負
契
約
の
締
結

□
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
曽
爾
（
第
１
期
）
修
繕

工
事　
契
約
金
額
４
９
，７
１
７
，８
０
０
円

・
受
注
者　
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
曽
爾
（
第

１
期
）
修
繕
工
事 

松
塚
・
十
三
特
定
建

設
工
事
共
同
企
業
体　
代
表
者 

松
塚
建

設
（
株
） 

代
表
取
締
役 

井
上
清
利　
構

成
員 (

株)

十
三
商
事 

代
表
取
締
役 

辻

本
有
紀
子　
令
和
元
年
９
月
25
日
工
期
。 

■
本
会
議

　
６
月
12
日
（
水
）　
午
前
９
時
30
分
開
会

　
　
（
一
般
質
問
、
議
案
上
程
）

　
６
月
20
日
（
木
）　
午
前
９
時
30
分
開
会

　
　
（
質
疑
、
採
決
）

■
常
任
委
員
会

　
６
月
17
日
（
月
）　
午
前
９
時
30
分
開
会

　
　
（
議
案
審
査
）

　
村
民
の
皆
様
に
は
、
平
素
よ
り
村
政
並
び
に
村
議

会
に
対
し
ま
し
て
、
格
別
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜

り
心
よ
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
私
た
ち
は
、
こ
の
度
の
統
一
地
方
選
挙
に
お
い
て

住
民
の
皆
様
の
ご
信
任
を
い
た
だ
き
、
初
議
会
で
あ

る
第
２
回
臨
時
会
で
議
員
各
位
の
ご
推
挙
に
よ
り
、

正
副
議
長
の
要
職
に
就
任
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

　
元
号
も
「
令
和
」
と
な
り
新
し
い
時
代
を
迎
え
、

地
方
議
会
の
責
任
と
役
割
が
ま
す
ま
す
重
要
視
さ
れ

る
中
、
村
議
会
も
よ
り
一
層
の
創
意
工
夫
を
積
み
重

ね
、
議
会
運
営
に
誠
心
誠
意
最
善
を
尽
く
し
、
村
民

の
皆
様
方
の
付
託
に
お
応
え
で
き
る
よ
う
「
真
摯
・

実
直
」
に
職
務
を
全
う
さ
せ
て
い
た
だ
く
所
存
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　
今
後
と
も
、
村
民
の
皆
様
の
な
お
一
層
の
ご
支
援

ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
就
任
の
ご
挨

拶
と
い
た
し
ま
す
。

臨　
時　
会

第
２
回
定
例
会
開
催
日

議会構成（敬称略）
＝役職改選＝

■常任委員会
　□むらづくり推進委員会
　　委員長　　坂井　英治
　　副委員長　宇山　充志
　　委　員　　木治　正人
　　委　員　　萩原　德一
　　委　員　　田中　稔一
　　委　員　　大向　　實
　　委　員　　東口　敏哉

  □予算決算委員会
　　委員長　　大向　　實
　　副委員長　東口　敏哉
　　委　員　　木治　正人
　　委　員　　坂井　英治
　　委　員　　萩原　德一
　　委　員　　田中　稔一
　　委　員　　宇山　充志

　□議会運営委員会
　　委員長　　木治　正人
　　副委員長　大向　　實
　　委　員　　坂井　英治
　　委　員　　萩原　德一
　　委　員　　田中　稔一
　　委　員　　東口　敏哉
　　委　員　　宇山　充志

■各組合議会議員
　□宇陀衛生一部事務組合
　　議　員　　松本　　喬
　　議　員　　坂井　英治

　□東宇陀環境衛生組合
　　議　員　　木治　正人
　　議　員　　坂井　英治
　　議　員　　宇山　充志

　□曽爾御杖行政一部事務組合
　　議　員　　木治　正人
　　議　員　　萩原　德一
　　議　員　　東口　敏哉

　□桜井宇陀広域連合
　　議　員　　大向　　實

■監査委員
　　(議会選出）田中　稔一
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☆粘土あそび☆
「なに作ってるのかな～？」

☆お当番のお仕事
連絡帳を配っています☆

☆お昼寝タイム☆

☆ままごと遊びだ～いすき☆ ☆のりを使って製作しています☆

☆いつも元気いっぱいの
あかぐみ(3歳児)6名です☆

☆絵本に興味心身☆

♪お散歩楽しいな♪ ♪外で食べるおやつはおいしいね♪

☆  あかぐみさんの

　 紹介をします ☆
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　5月9日（木）、民生委員・児童委員の活動について理解を深めていただくため、村内各所で声かけ運
動を実施しました。
　民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、社会奉
仕の精神をもって常に住民の立場に立って相談に応
じ、高齢者福祉や障害者福祉など様々な福祉に関
する活動を行っていて、児童委員を兼ねています。
　児童委員は、元気に安心して暮らせるよう子ども
たちを見守り、妊娠中や子育てへの不安などの子ど
もに関する心配ごとの相談や支援を行っています。
　また、一部の児童委員は、厚生労働大臣から指名
を受けて、子どもに関することを専門的に担当する
主任児童委員として活動しています。

　4月28日（日）平成31年度曽爾村消防団入退団式が曽爾
村振興センターで開催されました。
　芝田村長より退団者に感謝状が贈られ、また、新たに分団
長となられた皆さんと、新入団員の皆さんには、田中消防団
長からそれぞれ任命書が手渡されました。その後、新入団員
を代表して、第３分団 横井慎さんが住民の生命と財産を守り
忠実に消防の義務を遂行するとの宣誓を行いました。

火災を発見したときや病気やけがで救急車が必要な
ときは１１９番で通報して下さい。

団　　長　田中　巧 
副 団 長　辻　昌希
　 〃 　　萩原孝一
　 〃 　　間井谷和彦
分 団 長　第１分団　大手寿志  
　 〃 　　第２分団　大向一弘     
　 〃 　　第３分団　藤田相美
退 団 者　鳥井寛史（第１分団） 
　 〃 　　岡本　学（第１分団）
　 〃 　　岡田秀親（第１分団）
　 〃 　　田合達也（第２分団）
　 〃 　　桂原輝親（第２分団)  
　 〃 　　山下敏治（第２分団) 
　 〃 　　津村道博（第３分団)
　 〃 　　川原隆奨（第３分団)
新入団員　第１分団　佐久間健登
　 〃 　　第２分団　大向竜樹
　 〃 　　第２分団　加藤景三
　 〃 　　第２分団　竹川敏史
　 〃 　　第２分団　林　　兄
　 〃 　　第２分団　香束有人
　 〃 　　第３分団　横井　慎

（敬称略）

民生委員・児童委員　活動強化週間

平成31年度　曽爾村消防団入退団式

保育園

中学校

小学校

すすき福祉作業所

　曽爾村と曽爾郵便局・山粕郵便局は、相互の人的･物的資
源を有効活用して包括的な連携を図り、住民の皆様の利便性
の向上等に繋がるよう協定を締結しました。

　　①安心･安全なくらしの実現に関すること
　　②地域経済活性化に関すること
　　③未来を担う子どもの育成に関すること
　　④女性の活躍推進に関すること
　　⑤その他、地方創生に関すること

郵便局と協定を締結しました

５月２２日包括連携協定書調印式

連
携
事
項
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　昭和37年4月２日生から昭和54年４月1日生の男性の方が対象になります。
　5月に個別で案内を送付していますので、まずは抗体検査を受けてください。
　分からないことは保健福祉課までお問い合わせ下さい。（☎94-2103）

　令和2年度から使用する小学校教科書の採択が行われます。
　つきましては、教科書見本を下記のとおり展示しますので、閲覧を希望される方はお越しください。
閲覧期間　令和元年6月14日（金）～令和元年7月12日（金）
展示場所　曽爾村役場1階　第三会議室『宇陀郡教科書展示センター』

日時・場所　7月13日（土） 午後2時～4時
　　　　　　宇陀市　大宇陀心の森総合福祉公園
　　　　　　（雨天時は、大宇陀ふれあい交流ドーム）
参加対象者　4歳～小学生（サッカー経験・性別は不問）
定員　60名（先着順）　　参加費　無料
持ち物　運動靴（金属スパイク不可）、タオル、飲物。
　　　　※サッカーボールは主催者で準備しますが、マイボールを持参可。
　　　　※雨天の場合は、上履きをご持参ください。
申込方法　開催日の5日前までに参加申込書（HP.参照）をFAX・郵送または持参してください。
お問い合わせ　桜井宇陀広域連合　サッカー教室係へ　
　　　　　　　☎0744-47-7077　 FAX0744-47-7078　 e-mail: info@sakurai-uda.or.jp

禁煙週間のテーマ  「2020年、受動喫煙のない社会を目指して～たばこの煙から子ども達をまもろう～」
期間　令和元年5月31日から6月6日まで

風しんの抗体検査・ワクチン接種について

『宇陀郡教科書展示センター』の開設について

スポーツ振興くじ（toto）助成事業
令和元年度 第３回桜井宇陀サッカー教室の開催について

禁煙週間
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平
成
31
年
４
月
分
か
ら
平
成
32

年
（
令
和
２
年
）
３
月
分
ま
で
の

国
民
年
金
保
険
料
は
、
月
額
１
６
，

４
１
０
円
で
す
。
保
険
料
は
、
日
本

年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
る
納
付
書

に
よ
り
金
融
機
関
・
郵
便
局
・
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
め
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
に
よ
る
納
付
や
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
等
を
利
用
し
て
の
納
付
、
そ

し
て
便
利
で
お
得
な
口
座
振
替
も
あ

り
ま
す
。

　
日
本
年
金
機
構
で
は
、
国
民
年
金

は
窓
口
に
備
え
て
あ
り
ま
す
。

　
保
険
料
の
免
除
や
猶
予
を
受
け
ず

保
険
料
が
納
め
忘
れ
の
状
態
で
、

万
一
、
障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮

の
事
態
が
発
生
す
る
と
、
障
害
基
礎

年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
平
成
31
年
度
（
令
和
元
年
度
）
分

の
免
除
等
の
受
付
は
令
和
元
年
７
月

１
日
か
ら
開
始
さ
れ
、
令
和
元
年
７

月
分
か
ら
令
和
２
年
６
月
分
ま
で
の

期
間
を
対
象
と
し
て
審
査
を
行
い
ま

す
。
ま
た
、
申
請
時
点
の
２
年
１
カ

月
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
失
業
等
に
よ
り
保
険
料
を
納
付
す

る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難
に
な
っ
た

も
の
の
、
申
請
を
忘
れ
て
い
た
た
め

に
未
納
期
間
を
有
し
て
い
る
方
は
、

一
度
、
年
金
事
務
所
へ
ご
相
談
く

だ
さ
い
。
手
続
き
は
、曽
爾
村
役
場

住
民
生
活
課（
☎
９
４-

２
１
０
２
）又

は
桜
井
年
金
事
務
所（
☎
０
７
４
４-

４
２-
０
０
３
３
）へ
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

保
険
料
を
納
付
期
限
ま
で
に
納
め
て

い
た
だ
け
な
い
方
に
対
し
て
、
電

話
・
文
書
・
訪
問
に
よ
り
早
期
に
納

め
て
い
た
だ
く
よ
う
案
内
を
行
っ
て

お
り
ま
す
。

　
未
納
の
ま
ま
放
置
さ
れ
る
と
、
強

制
徴
収
の
手
続
き
に
よ
っ
て
督
促
を

行
い
、
指
定
さ
れ
た
期
限
ま
で
に
納

付
が
な
い
場
合
は
、
延
滞
金
が
課
さ

れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
納
付
義
務
の

あ
る
方
（
※
）
の
財
産
が
差
し
押
さ

え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、

早
め
の
送
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
所
得
が
少
な
い
な
ど
保
険
料
の
納

付
が
困
難
な
場
合
は
、
保
険
料
が
免

除
・
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す

の
で
、
曽
爾
村
役
場
住
民
生
活
課
ま

で
ご
相
談
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

※
納
税
義
務
者
は
被
保
険
者
本
人
、

連
帯
し
て
納
付
す
る
義
務
を
負

う
配
偶
者
及
び
世
帯
主
で
す
。

　　

経
済
的
な
理
由
等
で
国
民
年
金

保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難

な
場
合
に
は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料

の
納
付
が
免
除
・
猶
予
と
な
る
「
保

険
料
免
除
制
度
」
や
「
納
付
猶
予
制

度
（
50
歳
未
満
）
」
が
あ
り
ま
す
の

で
、
住
民
登
録
し
て
い
る
市
（
区
）

役
所
・
町
村
役
場
の
国
民
年
金
窓
口

で
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書

内
容　
軽
減
税
率
制
度
の
概
要
説
明

講
師　
桜
井
税
務
署　
様

開
催
日
時　
６
月
21
日
（
金
）

　
15
時
30
分
よ
り
（
１
時
間
）

開
催
場
所　
宇
陀
商
工
会
館
２
階

対
象
者　
一
般
消
費
者
及
び
事
業
主

お
問
い
合
わ
せ　
宇
陀
商
工
会

　
☎
８
２-

２
２
１
１

と
き　
令
和
元
年
６
月
２
日
（
日
）

※ 

荒
天
の
場
合
は
延
期
い
た
し
ま

す
。（
予
備
日：６
月
９
日
（
日
））

　
村
内
全
域
で
河
川
清
掃
を
実
施
し

ま
す
の
で
、
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。
開
始
時
間
等
詳
し

く
は
各
大
字
役
員
さ
ん
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
荒
天
に
よ
る
延
期
の
連
絡

は
、
当
日
の
朝
６
時
30
分
頃
、
防
災

無
線
で
放
送
い
た
し
ま
す
。

曽
爾
村
役
場
住
民
生
活
課

国
民
年
金
保
険
料

は
納
期
限
ま
で
に
納

め
ま
し
ょ
う

国
民
年
金
保
険
料
免

除
の
申
請
に
つ
い
て

消
費
税
の
軽
減
税

率
制
度
説
明
会

村
内
一
斉
河
川
清
掃
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曽
爾
村
で
は
、
皆
さ
ん
の
貴
重
な

財
産
で
あ
る
「
土
地
」
の
位
置
、
面

積
等
を
正
確
に
把
握
し
、
土
地
に
関

す
る
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
止
す
る

と
と
も
に
、
効
率
的
な
土
地
利
用
を

図
る
た
め
、
国
土
調
査
法
に
基
づ
く

地
籍
調
査
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

◎
「
地
籍
調
査
」
と
は
？

　
「
地
籍
」
と
は
土
地
の
情
報
で
、

い
わ
ば
土
地
の
戸
籍
で
す
。
「
地
籍

調
査
」
と
は
土
地
の
情
報
を
明
確
に

す
る
こ
と
が
目
的
で
す
。

　
一
つ
ひ
と
つ
の
土
地
に
つ
い
て
皆

さ
ん
に
境
界
等
を
確
認
し
て
い
た
だ

き
、
測
量
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

そ
の
結
果
、
正
確
な
土
地
の
面
積
等

が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
正
確
な
図

面
（
地
積
図
）
を
作
成
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
調

査
の
成
果
は
法
務
局
に
送
付
さ
れ
、

土
地
の
登
記
簿
が
正
確
な
も
の
に
改

め
ら
れ
ま
す
。

◎
な
ぜ
調
査
が
必
要
か
？

　
現
在
法
務
局
に
備
え
付
け
ら
れ
て

い
る
地
図
（
公
図
）
の
大
半
は
、
明

治
初
期
の
地
租
改
正
で
作
ら
れ
た
も

の
を
基
礎
に
し
た
も
の
で
、
土
地
の

境
界
が
不
明
確
で
あ
っ
た
り
、
測
量

も
不
正
確
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
土
地
に
関
す
る
あ
ら
ゆ

る
行
為
の
基
礎
に
な
る
土
地
の
戸
籍

を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
、
こ
の
調

査
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

◎
地
籍
調
査
の
メ
リ
ッ
ト
は
？

　
こ
の
調
査
を
行
う
と
大
き
く

次
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

①
境
界
の
位
置
が
不
明
に
な
っ

て
も
、
正
確
に
復
元
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
の
で
土
地
に
関
す

る
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
止
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
②
土
地

の
形
状
や
面
積
が
は
っ
き
り
し

ま
す
。
③
災
害
復
旧
が
迅
速
に

行
わ
れ
ま
す
。
④
固
定
資
産
の

課
税
が
適
正
に
行
わ
れ
ま
す
。

⑤
土
地
取
引
が
円
滑
に
行
え
ま

す
。

◎
調
査
費
用
は
？

　

地
籍
調
査
に
か
か
る
費

用
は
、
国
（
50
％
） 

県

（
25
％
） 

村
（
25
％
） 

で
負
担
し

ま
す
の
で
、
土
地
所
有
者
に
負
担
を

求
め
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
た
だ
し
、
境
界
の
現
地
立
ち
会
い

に
出
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
そ
の
時
間
と
そ
れ
に
か
か
る
交

通
費
等
の
経
費
を
支
給
す
る
制
度
は

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
個
人
負
担
と
な

り
ま
す
。

　
令
和
元
年
度
は
塩
井
地
区
の
現
地

調
査
を
行
い
ま
す
の
で
、
塩
井
地
区

の
皆
様
の
ご
協
力
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ

　
曽
爾
村
役
場
地
域
建
設
課

　
☎
９
４-

２
１
０
５

　
労
働
保
険
（
労
災
保
険
・
雇
用
保

険
）
の
年
度
更
新
手
続
き
は
、
６
月

３
日
（
月
）
か
ら
７
月
10
日
（
水
）

ま
で
の
期
間
で
す
。

　
期
日
中
の
手
続
・
納
付
を
お
願
い

し
ま
す
。

早
期
申
告
納
付
の
お
願
い

　
年
度
更
新
申
告
書
が
届
き
ま
し
た

ら
お
早
め
に
申
告
・
納
付
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

　
申
告
・
納
付
の
最
終
日
で
あ
る
７

月
10
日
（
水
）
は
、
金
融
機
関
・
郵

便
局
窓
口
に
お
い
て
大
変
混
雑
が
予

想
さ
れ
ま
す
。

ご
注
意

　
期
日
ま
で
に
申
告
書
の
提
出
が
な

い
場
合
は
、
政
府
が
保
険
料
等
の
額

を
決
定
し
、
さ
ら
に
追
徴
金
（
保
険

料
の
10
％
）
を
課
す
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

　
詳
し
く
は
、
左
記
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
奈
良
労
働
局
総
務
部

　
労
働
保
険
徴
収
室

　
☎
０
７
４
２-

３
２-

０
２
０
３

令
和
元
年
度
は
塩

井
地
区
の
地
籍
調

査
を
行
い
ま
す

土地を購入し、改めて
測ってみたら登記簿の
面積と違っていた。

塀を作り替えようとした
ら、隣の土地の所有者から

「境界が違う」と言われた。

相続を受けた土地
の正確な位置がわ
からなかった。

こんな経験はありませんか？

事
業
主
の
皆
様
へ

労
働
保
険
年
度
更

新
に
つ
い
て
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　曽爾村では、平成30年度より村内における未利用の間伐材等を活した、木質バイオマスへの利
用促進を図るため、薪ストーブ設置にかかる経費の一部を補助します。
対象者　村内に住所を有する者で、自らが居住する住宅等、又は居住しようとする曽爾村内の住

宅等に未使用の薪ストーブを設置しようとする者、又は村内に本店若しくは主たる事務所を有
する法人であること。購入した薪ストーブを適切に設置し、適正に維持管理できる者。村税等
の滞納がない者。

対象経費　薪ストーブの設置に係る経費（本体、煙突、窓枠工事及び取付施行に係る経費）の一
部とする。ただし、経費のうち国・県・その他から補助金等で整備したものについては、当該
経費から補助金等の金額に相当する金額を除くものとする。

補助金額及び補助対象　・補助金　薪ストーブの購入・設置経費の1／2、補助限度150,000円
　　　　　　　　　　　・対象　1世帯・1法人　1基のみ
お問い合わせ・申込先　曽爾村役場企画課　☎0745-94-2116（内線252）

　曽爾村では、定住する意志のある若者が、住宅を新築・改築・増築・購入する場合、毎年10万
円ずつ5年間交付する「若者定住整備奨励金」があります。
主な要件は下記の通りです。
○村に住所を有する本人か配偶者が45歳以下であり、生計を一にする夫婦、または子供と同居

し、養育している者であること。
○平成28年4月1日～令和3年3月31日までに取得した住宅であり、取得から6ヶ月以内に申請書等

の書類を提出すること。
○移住部分の延べ床面積が50平方メートル以上で、家屋調査が行われた住宅であること。

お問い合わせ　曽爾村役場企画課　☎94-2116（内線254）

薪ストーブ設置費補助金制度のご案内

「若者定住住宅整備奨励金」の案内

　大字今井の若者定住促進住宅１号棟の入居者を募集します。
　村外にお住まいの方で下記の入居資格等を満たすお知り合いの方がいらっしゃいましたらお声かけ下
さい。

※家賃は、月額３万円。入居予定日は、令和元年７月初旬になります。住宅では、犬・猫等のペットを飼う
ことはできません。敷金として家賃の３ヶ月分を納入していただきます。

入居資格　入居希望の方は、次の掲げる条件の全てを具備するものでなければなりません。①入居申込
時において、曽爾村外に居住している者。②入居申込時及び入居時において、世帯主に義務教育修了ま
での子がいる者。③現に居住するための住宅を必要としていることが明らかな者。④税金などの滞納
がないこと。⑤住宅使用料等の支払い能力が十分にある者。⑥入居時において速やかに村内に住所を
定めることのできる者。⑦暴力団等反社会的集団及びこれに属する者でない者。

入居できる期間　この住宅に入居できる期間は、子の義務教育修了（３月末日）から最長３年間です。
　　ただし、同居の子がこの住宅から短期大学、大学、高等専門学校並びに専修学校及びこれに準ずる

学校へ通学する場合は、入居を延長することができます。
申込時に必要な書類　①世帯員全員の住民票②所得証明書（世帯員全員・連帯保証人）※中学生以下

は除く③納税証明書（所得証明書提出者全員分）④印鑑証明書（世帯主・連帯保証人）
申込期間　令和元年6月21日（金）まで
選考方法　面接の上、別に定める入居選考基準に基づき決定します。
お問い合わせ・申込先　曽爾村役場企画課　☎94-2116（内線254）

今井若者定住促進住宅入居者を募集中！

場　所 構　造 部屋床面積 備　　考戸数
大字今井450-1番地外 木造２階建 ３LDK約 90㎡（１戸当） １号棟のみ入居者を募集4戸



9

　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　令和元年「空き家相談会」は毎月各地域を持ちまわる形で開催致します。
　奈良県内の空き家でお困りの方が一人でも多く来場されるようにご協力の程よろしくお願い致
します。
　6月の空き家相談会の概要は下記の通りとなっております。

開催日時　：　令和元年6月8日（土）　セミナー　13：00～14：00  
 　　     　　　　　　　　　　　　　　 相談会　　14：15～16：15
開催場所　：　川西文化会館　サークル室ABC
　　　　　　　〒636-0202　奈良県磯城郡川西町結崎32-1
主　　催　：　川西町・特定非営利活動法人 空き家コンシェルジュ
後　　援　：　奈良県
入 場 料　：　無料

開催日時　：　令和元年6月15日（土）　セミナー　13：00～14：30  
 　　     　　　　　　　　　　　　　　　相談会　　14：30～16：15
開催場所　：　たけまるホール　本館1階　研修室
　　　　　　　〒630-0245　奈良県生駒市北新町9番28号
主　　催　：　生駒市・特定非営利活動法人 空き家コンシェルジュ
後　　援　：　奈良県
入 場 料　：　無料

開催日時　：　令和元年6月22日（土）　セミナー　13：00～14：00  
 　　     　　　　　　　　　　　　　　　相談会　　14：15～16：15
開催場所　：　奈良市西部公民館
　　　　　　　〒631-0034　奈良県奈良市学園前南3丁目1-5
主　　催　：　奈良市・特定非営利活動法人 空き家コンシェルジュ
後　　援　：　奈良県
入 場 料　：　無料

開催日時　：　令和元年6月29日（土）　セミナー　13：00～14：00  
 　　     　　　　　　　　　　　　　　　相談会　　14：15～16：15
開催場所　：　山添村役場
　　　　　　　〒630-2344　奈良県山辺郡山添村大字大西151
主　　催　：　山添村・特定非営利活動法人 空き家コンシェルジュ
後　　援　：　奈良県
入 場 料　：　無料

＊セミナー参加は予約不要です。
＊相談会には予約が必要です　下記連絡先までご連絡下さい。
＊相談会の日以外は常設の相談員がご相談をお受けいたしておりますお気軽にご連絡ください。
お問い合わせ　特定非営利活動法人　空き家コンシェルジュ
　【橿原相談窓口】　〒634-0075　橿原市小房町9-32　　TEL/FAX : 0744-35-6211
　　Mail : akiyaconcierge@zeus.eonet.ne.jp　HP : http://www.akiyaconcierge.com/
　ご相談窓口　月曜日～土曜日（日祝定休）9：00～17：00

令和元年6月「空き家相談会」を開催致します
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「定住促進奨励金制度」の案内
　曽爾村では、定住したい方をバックアップするための「定住促進奨励金制度」を用意しています。Ｕターン奨励
金、転入奨励金（45歳以下が対象）、ふるさと就労奨励金の3タイプあります。概要は次の通りです。

○支援資格　①Ｕターンとは、就業のために１年以上村外に住所を移していた村内出身者の方で、就業のために
再び本村に住所を定める45歳以下の方を言います。②転入とは、村外出身の方で、新たに曽爾村に住所を定
める45歳以下の方を言います。③新卒就業とは、学校卒業年度の翌年度末までに新規に就業する方で、同一
事業所に3ヶ月以上継続勤務した方を言います。④定住とは、曽爾村に5年以上にわたり住所を有し、かつ継
続して居住することを言います。

　　また、住民基本台帳法による住民登録をした（している）方、外国人登録法による外国人登録をした（してい
る）方を言います。 
○交付要件　①Ｕターン奨励金及び転入奨励金は5年を経過したときに交付されます。②ふるさと就労奨励金

は、5年以内に転出された場合は金額の一部を返還しなければなりません。③税の滞納がある等要件を満た
さない場合は、交付しないことがありますので各々の奨励金の概要をご覧になって下さい。 

お問い合わせ　曽爾村役場企画課　☎94-2116

相談日の種類 内　　容奨　励　金
世帯（2人以上）　　　　200,000円
単身者　　　　　　　　　 50,000円
世帯（2人以上）　　　　300,000円
単身者　　　　　　　　  100,000円　
世帯（2人以上）　　　　100,000円
単身者　　　　　　　　　 50,000円
世帯（2人以上）　　　　300,000円
単身者　　　　　　　　  100,000円
地元企業に就職した場合  100,000円
村外の企業に就職した場合 70,000円

● Ｕターン奨励金

上記の内、農林業従事さ
れる方及び村長が指定す
る産業に従事される方

上記の内、農林業従事さ
れる方及び村長が指定す
る産業に従事される方

● 転入奨励金

● ふるさと就労奨励金

曽爾村に定住の意志のある方
が就業のためにＵターンされた
場合で、45歳以下の方。また、
世帯の中に義務教育(村内施設
で就学)修了前の方には1年あ
たり2万円支給します。
曽爾村に定住の意志のある方
が転入された場合で、45歳以
下の方。　また、世帯の中に義
務教育(村内施設で就学)修了
前の方には1年あたり2万円支
給します。
曽爾村に住所を有し、村内に家
族があって定住の意志のある
方が新卒就業された場合。

　曽爾村の区域内において起業の創出や起業者及びその関係者の定住等の促進を図るため、起業
及び新たな事業を開始する創業者の方に対して下記のとおり助成いたします。

　なお、補助対象者や補助対象経費の使途などについては条件がありますので、詳しくは下記ま
でお問い合わせください。

お問い合わせ　曽爾村役場企画課　☎94-2116

曽爾村起業等人材育成支援事業補助金制度のご案内

対象者の要件
・20歳以上60歳未満の者で住民基本台帳に登

録されている者、又は村内に法人登記でき
る法人。

・補助金交付後5年以上継続できる者（法人含
む）。

・創業支援セミナーを受講し、経営、財務、
人材育成及び販路開拓の4分野すべての知識
を身についたと認められた者。

・村税等の滞納がない者。

補助内容
・予算の範囲内で補助対象経費の2分の1
  （1件あたり上限100万円）。
・対象期間は補助開始年度を含め継続した3年

度を限度。
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　受給中の方は現況届を！受給中でない方は認定請求を！
●支給対象　児童手当は、中学校卒業まで（１５歳の誕生日後の最初の３月３１日まで）の児童を養育している方に支

給されます。ただし、前年（１月から５月までの月分の手当については前々年）の所得が所得制限限度額以上の場合
には、特例給付として支給されます。

令和元年度 所得制限限度額

◇上記限度額と控除後の所得額を比較し、所得判定を行います。
◇扶養親族等の数とは、所得税法で定める控除対象配偶者、扶養親族、扶養親族でない児童で前年の１２月３１日に

おいて生計を維持した者のことです。
注１）所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の額に当該

老人控除対象配偶者または老人扶養親族１人につき６万円を加算した額
注２）扶養親族などの数が６人以上の場合の限度額は、その超えた人数１人につき38万円（扶養親族などが老人控除

対象配偶者または老人扶養親族であるときは４４万円）を加算した額
●支給額（１人当たり月額）　3歳未満の児童：一律15,000円、3歳以上小学校修了前の児童：第1子・第2子

10,000円、第3子以降15,000円、中学生：一律10,000円、特例給付：一律5,000円
児童手当・特例給付を受給している方　児童手当・特例給付を受給している方は、現況届・必要書類一式をそろえて６

月中に住民生活課（公務員の方は勤務先）へ提出してください。この届の提出がないと、６月以降の手当が受けられ
なくなりますので注意してください。

お子さんが生まれた方・転入してこられた方　出生日・転入日の翌日から１５日以内に、「認定請求書」（第２子以降の
出生の場合は「額改定請求書」）を住民生活課（公務員の方は勤務先）へ提出してください。申請が遅れると遅れた
月分の手当が受けられなくなりますので注意してください。

●寄附　児童手当・特例給付の全部又は一部を寄附することができます。ご関心のある方はお問い合わせください。
お問い合わせ　曽爾村役場住民生活課　☎94-2102

勤務地　曽爾村Ｂ＆Ｇ海洋センター（曽爾村大字今井653）
勤務内容　プール監視・清掃業務・その他　　　時給　845円～855円
対象者　高校生以上　　　定員　若干名
勤務期間　7月1日～8月31日まで
定休日　毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）
勤務時間　9時～17時内、5時間～7時間勤務
応募方法　6月14日（金）までに履歴書を曽爾村教育委員会事務局まで提出下さい。
選考方法　面接
その他　6月下旬に実施する水上安全講習会を必ず受講すること（※講習会分の賃金は発生しません）
お問い合わせ　曽爾村教育委員会事務局　☎94-2104

種　目 受付期間
自衛官候補生

資　　格
随　時

試験期日
受付時にご連絡します18歳以上33歳未満の者

詳しくは自衛隊天理募集案内所までお問い合わせください。
　☎0743-63-2540　ホームページ ： http://www.mod.go.jp/pco/nara
　E-mail ： hq1-nara@pco.mod.go.jp

自衛官募集案内

扶養親族等の数
所得制限限度額

0人
622万円

1人
660万円

2人
698万円

3人
736万円

4人
774万円

児童手当・特例給付制度のご案内

曽爾村Ｂ＆Ｇ海洋センタープールアルバイト募集
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募集人員　1名
職務内容　し尿処理業務（し尿処理に伴う機械操作及び設備維持の補助）
勤務場所　宇陀衛生センター（宇陀市大宇陀和田262番地）
要件　宇陀市・曽爾村・御杖村・東吉野村在住の65歳未満の人で、健康で体力のある人
雇用期間　令和元年７月１日～令和２年３月３１日〔雇用開始日、相談可〕
勤務時間　午前8時30分～午後5時15分まで（休憩1時間）
休日　土・日・祝日
日給　10,000円
交通費　宇陀衛生一部事務組合一般職の通勤手当に準じて支給
社会保障　各種保険加入有
選考方法　6月中旬に面接試験を実施（日程は後日連絡）
お申し込み　6月10日（月）までに、履歴書を本組合に持参または郵送。
　　　　　　郵送の場合は6月10日（月）必着。
お問い合わせ　宇陀衛生一部事務組合（宇陀衛生センター）
　　　　　　　☎0745-84-2337　IP電話：0745-88-9197

　詳しくは、曽爾村ホームページをご覧下さい。
職種、採用予定人員、受験資格

申込書受付期間　通年で受付します。ただし、土･日･祝を除く、平日の午前9時～午後5時まで
試験日及び内容
　資格職（保健師）

※採用試験に関するお問い合わせは 曽爾村役場総務課まで　
　　〒633-1212  奈良県宇陀郡曽爾村大字今井495番地-1　☎0745-94-2101（内線221）

申込受付期間　◎ インターネット（原則）　６月１７日（月）～６月２６日（水）
　　　　　　　○ 郵送または持参　６月１７日（月）～６月１９日（水）（通信日付印有効）
第一次試験日　9月1日（日）
試験地　奈良市、大阪市ほか
○ 受験資格等の詳細は、人事院ホームページ「国家公務員試験採用情報ＮＡＶＩ」に掲載しています。
お問い合わせ　人事院近畿事務局　試験第二係　☎06-4796-2191

2019年度国家公務員採用一般職試験（高卒者試験）

宇陀衛生一部事務組合（宇陀衛生センター）臨時職員募集

採用職種

試　験

採用予定人員 受　　　　験　　　　資　　　　格

内　　　容試験の日時・試験会場

保 健 師

面　接

若干名 昭和44年4月2日以降に生まれた人で、保健師免許を有する人

口述試験（個別面接による口述試験）
公務員として必要な一般知識及び知能
について、口述試験を実施します。

毎月末到着分をもって締切、開催日時
等は申込者に直接通知します。
会場：曽爾村役場　2階会議室

曽爾村は、令和元年度採用予定の
保健師募集試験を実施します



13

　曽爾村は、令和２年４月１日採用予定の一般事務職採用試験を次のとおり実施します。
職種、採用予定人員、受験資格

　日本国籍を有するもの。
　ただし、地方公務員法第16条各号の次のいずれかに該当する者は、受験できません。
受験手続き、受付、申込先
（１）受験手続きに必要なもの

（２）申込書受付期間及び時間、提出先
　　　令和元年7月1日（月）～8月16日（金）ただし、土・日曜日、祝日は受付けできません。
　　　　　　　午前９時～午後５時まで　　　　　　 　　　   　　    　　   
　　　提出先：〒633-1212　奈良県宇陀郡曽爾村大字今井495番地の1　曽爾村役場　総務課宛
　　　　　　　※郵送による場合は、封筒の表に「職員採用試験申込書在中」と朱書きし期限必着
　　　　　　　　（8月16日午後5時まで）とする。
（３）募集案内・採用試験申込書の配布
　　　「〒633-1212　奈良県宇陀郡曽爾村大字今井495番地の1」曽爾村役場総務課で配布、
　　　 またはホームページからダウンロードして下さい。
　　　 ※郵便による請求の場合は、宛先を明記した返信用封筒（120円切手を貼った角2号封筒
　　　　 A4サイズ）を同封し、封筒の表に「採用試験申込書請求」と朱書きし、上記まで請求して
　　　　 下さい。
試験日及び方法 

合格者の発表　第一次試験合格者発表　１０月上旬、第二次試験合格者発表　１０月下旬
合格から採用まで　合格者は、採用予定者名簿に登録し、採用は令和２年４月１日の予定です。
給与　曽爾村の一般職の職員の給与に関する条例の定めるところによります。

　　現行初任給月額は、高校卒 148,600円、短大卒 161,300円、大学卒 180,700円で、このほか、
扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当などがそれぞれの条件に応じて支給されます。

　　なお、初任給は採用前の経歴などに応じて加算される場合があります。
※詳しい試験案内と申込書などお問い合わせは 曽爾村役場総務課まで　
　〒633-1212  奈良県宇陀郡曽爾村大字今井495番の1  ☎0745-94-2101（内線221）

曽爾村職員採用試験案内

採用職種

試　　　験

採用予定人員

試験の日時・試験会場 内　　　　　 容

受　　　　験　　　　資　　　　格

一般事務職

第一次試験

第二次試験

若干名

令和元年9月22日（日）
　受　　付：午前 9:00～ 9:30
　教養試験：午前10:00～12:00
曽爾村振興センター2階 大ホール
　　　（曽爾村役場横隣）
第一次試験合格者に別途通知します

筆記試験［教養試験］

作文試験・口述試験

平成元年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による高等学校卒業程
度以上の学力を有する人。又は、令和２年３月３１日までに卒業見込みの人

・職員採用試験申込書（役場で用意します）  １通
・自筆の履歴書 １通
  　  3ヶ月以内に撮影した写真（上半身、脱帽正面向き）を貼る
・写真（上記と同一のもの：受験票用） １枚
・最終学校の卒業証明書又は卒業見込証明書（原本に限る） １通
・最終学校の成績証明書（原本に限る） １通
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ご結婚おめでとうございます
4月27日　大阪府泉佐野市　 森 口  太 貴 さん
　　　　　大字伊賀見　　　 北 出  有 紀 さん

謹んでお悔やみ申し上げます
4月25日　大字塩井　森本  ナヲエさん（104歳）

氏　名 會 田  信 也
退職者 平成31年4月30日付け退職

みんなの広場

事  業  名 実施日 時  間 対 象 者 場所・内容等

6月6日㈭

6月1日㈯

○場所：老人福祉センター
○内容：乳がん検診
　　　  （マンモグラフィ検査）
　　　　子宮がん検診
　　　  （子宮頸がん細胞診）
○持ち物：問診票、健康手帳等
　　＊事前申込みが必要です。

○場所：老人福祉センター
○内容：調理実習
　　　　集団健診試食品の試作

○場所：曽爾保育園
○内容：離乳食の調理実習、試食
　　　　栄養相談
○講師：管理栄養士
　　　　　森本恵利子さん

9:30～
12:00

13:00～
16:00

9:30～
13:30

乳がん・子宮がん
検診

食生活改善推進員会
定例会

のびのび広場
（離乳食教室） 6月21日㈮

食生活改善推進員

乳がん：
  40歳以上の女性
子宮がん：
  20歳以上の女性
＊昨年受診された方
　は、対象外です。

保育園未入園児と
保護者

ほけん事業予定表（6月）
6月号

令和元年6月1日発行
（通巻572号）

大字別の人口・世帯数
人口　 世帯

山　粕　187　　 97
（±0）（±0）

掛　　106　　 56
（±0）（±0）

長　野　172　　 78
（−2）（−1）

小長尾　126　　 57
（＋1）（＋1）

今　井　184　　 87
（−1）（±0）

塩　井　101　　 48
（＋1）（＋1）

葛　　117　　 50
（±0）（±0）

太良路　114　　 58
（＋3）（＋3）

伊賀見　339　  159
（−2）（±0）

（令和元年5月1日現在）

●発行　曽爾村役場
●編集　総務課
　〒633-1212
　奈良県宇陀郡曽爾村
　　　　大字今井495-1
　　☎　0745-94-2101
　ＦＡＸ 　　　94-2066
●印刷　伊和印刷　
●広報曽爾題字
　故　清水公照
　　（第207世、第208世
　　　東大寺別当）　

高齢者クラブ活動
（全て13：30～）

カラオケ　第１・第３㊍
民　謡　月 1 回　　
手　芸　月 1 回　㊎
陶　芸　第４　　㊌
民　踊　第２・第４㊍
舞　踊　月 2 回　㊋
　　

人口1,446人
（± 0）

男　669人
（＋ 2）

女　777人
（− 2）

世帯数690世帯
（＋ 4）

（令和元年5月1日現在）

　がん患者サロンは、がん患者や家族同士が悩みや不安を語り合うことができ、同
じ体験をした仲間が集う場です。かかられている医療機関やがんの種別に関わらず
参加頂けます。当日は、がん専門相談員も参加します。

日時　令和元年6月29日（土）　13時30分～16時30分
場所　橿原総合庁舎１階会議室101（橿原市常磐町605-5）
対象　県内に居住されているがん患者や家族
内容　①講演会
　　　　テーマ：「がん医療における『笑い』をカガクする」
　　　　講　師：大阪国際がんセンター　がん対策センター所長　宮代勲先生
　　　②漫才ロボットによる漫才披露
　　　　協　力：甲南大学　知能情報学部　教授　灘本明代先生
　　　③交流会
　　　　参加者相互の交流、情報交換
お申し込み　電話またはFAXで住所、氏名、電話番号、参加人数を下記まで
　　　　　　奈良県中和保健所健康増進課　健康づくり推進係
　　　　　　☎0744-48-3034　FAX0744-47-2315

中和保健所がん患者サロン「すずらん」


